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介
護
予
防
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

介
護
予
防
の
導
入
に
よ
り
、
多
く
の
お
年
寄
り
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
削
減
さ
れ
、
苦
し
ん
で
い
る
。
厚
生
労
働
省
は
介
護

予
防
の
継
続
的
評
価
分
析
支
援
事
業
を
実
施
し
て
い
る
が
、
い
っ
た
い
そ
の
結
果
は
い
つ
出
て
く
る
の
か
と
の
質
問
に
対

し
、
先
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
七
第
一
五
号
）
で
は
「
継
続
的
評
価
分
析
等
事
業
の
結
果
の
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て

も
、
一
定
の
期
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
年
度
に
は
、
一
定
の
集
計
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
あ
っ
た
。
い
つ

そ
の
集
計
結
果
は
公
表
さ
れ
る
の
か
、
詳
細
な
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
の
継
続
的
評
価
分
析
等
事
業
で
は
、
先
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
七
第
一
五
号
）
に
お
い
て
「
今
年
度
新
た
に
参
加

す
る
市
町
村
の
選
定
に
際
し
て
は
、
継
続
的
評
価
分
析
等
事
業
の
結
果
が
平
均
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
本
年
五
月
二
十
四

日
に
各
都
道
府
県
に
対
し
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
実
施
率
が
高
い
市
町
村
、
特
定
高
齢
者
候
補
者
率
及
び
特
定
高
齢
者
率

が
高
い
市
町
村
、
通
所
型
介
護
予
防
事
業
及
び
訪
問
型
介
護
予
防
事
業
へ
の
参
加
割
合
が
低
い
市
町
村
、
六
十
五
歳
以
上
の

高
齢
者
に
占
め
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
率
が
低
い
市
町
村
を
優
先
的
に
選
定
す
る
よ
う
依
頼
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
に
八
市
町
村
が
新
た
に
参
加
し
て
い
る
」
と
あ
る
。

�

最
終
的
に
は
何
箇
所
の
市
町
村
が
新
た
に
参
加
し
た
の
か
。
ま
た
、
全
体
で
は
何
市
町
村
が
参
加
し
て
い
る
の
か
。

一



�

通
所
型
介
護
予
防
事
業
及
び
訪
問
型
介
護
予
防
事
業
へ
の
参
加
割
合
が
低
い
市
町
村
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
占

め
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
率
が
低
い
市
町
村
は
そ
れ
ぞ
れ
何
箇
所
で
、
ど
こ
の
市
町
村
な
の
か
。

三

全
国
の
介
護
保
険
事
業
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
中
で
、
介
護
保
険
の
枠
外
で
行
わ
れ
て
い
る
利
用
者
の
全
額
自
己
負

担
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
額
は
総
額
い
く
ら
に
な
る
の
か
。

四

介
護
保
険
に
係
る
指
定
を
受
け
て
い
な
い
事
業
者
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
つ
い
て
、
国
は
実
態
を
把
握
し
て
い
る

の
か
。

五

介
護
保
険
の
利
用
制
限
に
よ
り
、
や
む
な
く
自
費
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
介
護
保
険
で
い
く
ら
利
用
し
、
自
費
で
い
く
ら
利
用
し
て
い
る
の
か
な
ど
、
介
護
保
険
及
び
全

額
自
費
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
、
今
後
の
介
護
政
策
を
考
え
る
上
で
当
然
国
は
把
握
し
て
お
く
べ
き

で
あ
る
と
思
料
す
る
が
い
か
が
か
。

六

平
成
一
八
年
度
の
介
護
給
付
費
で
は
約
三
九
〇
〇
億
円
も
の
余
剰
金
が
出
る
見
込
み
で
あ
る
が
、
そ
の
要
因
は
何
で
あ
る

と
国
は
考
え
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


